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令和５年度 事 業 報 告 

 
Ⅰ 事業の概要 

３年以上にわたり続いた新型コロナウイルス感染症も、昨年５月には感染症法上

の位置づけが変わり、人や経済の流れが再び活発化する動きが見られるようになり

ました。当センターにおいても、令和５年度は落ち込んだ会員数や事業実績をコロ

ナ禍前の状態に回復させることを第一に、取り組みを行いました。 

１０月のシルバー事業普及啓発推進月間には長崎屋小樽店公共プラザにおいて、

シルバーフェスタ及びパネル展を開催したほか、バス車内アナウンス広告、会員募

集ポスターの貼付など、シルバー事業の周知・啓発活動に引き続き取り組むととも

に、会員一人ひとりが「親切・丁寧・誠実な就業」を提供することにより、市民か

ら信頼されるシルバー人材センターを目指して事業を推進することに努めました。 

令和５年度末の登録会員数は、前年度末から８人増加して３７１人となりました

が、コロナ禍以前の状態までは回復していません。 

一方、受託事業については、受注件数・就業延日人員数は前年度より減少しまし

たが、受注金額は増加し、コロナ禍前の水準まで回復しています。 

派遣事業については、前年度より就業月数が増加したことにより、契約金額につ

いては前年度を上回っています。 

 

 

 
〇登録会員数 

 令和５年度 令和４年度 令和元年度 

登 録 会 員 数 ３７１人 ３６３人 ４０６人 

粗 入 会 率 ０．７２％ ０．７０％ ０．７５％ 

〇受 託 事 業 

受 注 件 数 ３，８９２件 ４，３１２件 ４，１３４件 

就業延日人員数 ３１，４４２人 ３２，３６７人 ３５，４２１人 

就 業 率 ８２．２％ ８２．９％ ８２．３％ 

受 注 金 額 １５８，４０２千円 １５３，６９８千円 １５７，２２６千円 

〇派 遣 事 業 

派 遣 件 数 １６件 １７件 １２件 

就業延日人員数 １，１３１人 １，０３４人 １，０９４人 

契 約 金 額 ９，３２５千円 ８，３０２千円 ７，７４８千円 
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Ⅱ 事業の実施状況 

１ 受注体制の強化 

（１）会員の入会促進 

会員の入会を促進するため、入会説明会を毎月１回(第３水曜日)開催し、年間を

通じて１２回開催しました。説明会では、職員のほか会員である会員加入推進員が

進行を担当し、現会員の体験談等も交えてシルバー人材センターのしくみ等につい

て説明を行いました。 

１１月には北海道シルバー人材センター連合会主催による「シニア応援セミナー」

が小樽市民センターにおいて開催され、当センターの紹介や、入会方法などについ

ての説明を行いました。 

また、夫婦で会員になった場合に年会費を割り引く「夫婦割引制度」のほか、会

員が知人等を紹介した場合、紹介者・入会者の双方に商品券を贈呈する「新規会員

紹介制度」を継続して実施し、会員の入会促進のための施策を進めました。 

このほか、市民が多く利用する市・国の窓口や病院、医療機関、調剤薬局等に、

引き続き、啓発用のパンフレットやティッシュ等を配置しました。 

（２）会員の技術・技能の向上及び後継者育成 

会員の技術・技能の向上や後継者育成のため、会員講師による刈払機についての

講習会等を開催したほか、剪定作業についての実践的な技術を身に付けてもらうた

め、８月３１日には外部から専門家を招き剪定講習会を開催しました。 

また、９月２６日に開催した初心者向けの冬囲い講習会には、一般市民３名を含

む１６名が参加し、冬囲いの基本的な方法を学びました。 

２ 就業機会の確保と拡大 

発注者と会員との就業についてのマッチング機能を強化するため、引き続き、「業

務コーディネーター」による、会員情報の把握、会員とのコミュニケーションの構

築を進め、就業機会確保の効率化に努めました。 

未就業会員に対しては、各種講習会への参加を促し、会員と会員との親睦を深め

てもらうとともに、屋内外作業のグループ就業の推進に努めました。 

３ 安全及び適正就業の推進 

（１）安全就業推進の強化 

安全で適正な就業を推進するため、引き続き、刈払機での除草作業前後の安全
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確認を徹底するよう周知するとともに、会報や事務局だよりへの「安全標語」の

掲載、安全パトロールの実施や、作業前の「安全心得・安全確認チェック項目」

の活用を推奨しました。 

このほか、傷害事故・賠償事故の再発防止に向けた取り組みとして、事故発生

時には、安全及び適正就業推進委員会の委員が、事故後速やかに現場を視察する

こととしました。 

傷害事故・賠償事故の発生件数は、傷害事故が８件のほか、熱中症が２件、賠

償額３万円以上の賠償事故が７件となりました。 

（２）会員の健康管理 

会員が健康で安全に就業するためには、自らの健康管理が大切であることから、

定期的に健康診断を受診し、早期発見・早期治療に心がけることの重要性、会報

「生きがい」に啓発のための記事を掲載しました。 

（３）適正就業の推進 

シルバー人材センター会員の適正な就業を推進するため、引き続き、新規の発

注者や新たに入会した会員に対し留意すべきポイントをまとめた「シルバー人材

センター適正就業ガイドライン」を配付し、シルバー事業のしくみを正しく理解

してもらうよう努めました。 

また、共働・共助の理念による就業機会の平準化の観点から、市からの受注業

務については、指定業務として、同じ会員が長期間にわたり同一の仕事に継続し

て就業することにならないよう、希望する施設の作業ごとに就業する会員を面接

により決定しました。 

４ 普及啓発・広報活動の充実 

年２回(７月と１月)発行の会報「生きがい」において、会員の皆さんが安全に就

業していただくための留意事項を掲載するとともに、会員同士の親睦を深めていた

だけるような紙面づくりに心がけました。 

また、市の広報誌「広報おたる」に会員募集等の広告を、５月、６月、９月号の

３回掲載したほか、市民が多く訪れる施設や店舗等にパンフレット配布するなど、

シルバー事業のＰＲに努めました。 

新たな取り組みとして、市内の北海道新聞や読売新聞の販売店が製作するフリー

ペーパーに当センター事業のＰＲ記事の掲載を始めました。 
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また、引き続き中央バス車内での入会募集のアナウンス広告を、市内６カ所のバ

ス停付近において１日４７０回にわたり実施しました。 

一般市民へのシルバー事業の周知としては、新会員の入会までの流れや、事業内

容をわかりやすくまとめた市民向けの会員入会促進ＰＲ版の「生きがい」を作成し、

啓発活動の際にパンフレットとともに配布したほか、小樽市社会福祉協議会が運営

するスマートフォン向けの情報交換アプリ「たるＣＡＮ！」に、新たに当センター

の情報ページを掲載しました。 

このほか、一般市民へのPRや会員が必要な情報を公式ホームページに掲載し、シ

ルバー事業の普及啓発に努めました。 

５ 社会参加（ボランティア活動）の推進 

ボランティア活動として、５月２２日・２３日には、かつない臨海公園での除草

作業、６月２０日には市総合博物館での除草・清掃作業などを実施しました。また

市主催の清掃活動「ポイ捨て防止！街をきれいにし隊」にも、年間で５回、延４０

名が参加しました。 

６ 事業運営の強化 

事業運営を効率的・効果的に推進するため、引き続き、経費節減等による財政基

盤の強化に努めました。 

また、１０月から全国的にインボイス制度が導入され、当センターにおいても、

納付する消費税額の大幅な増額が見込まれたことから、財源確保のため、令和５年

４月から事務費率を１０％から１２％に引き上げました。また、消費税の納付額削

減のため、適格請求書発行事業者からの取引を優先するよう努めました。 

情報通信機器を活用した事業運営の効率化を図るため、デジタル化整備促進事業

として、会員が就業した月の就業明細をスマートフォンやパソコン上で確認するこ

とが可能となりました。 

また、北海道の最低賃金の推移や、他地域のシルバー人材センターの単価設定の

把握に努め、令和６年度に向けての配分金等見積基準の見直しを行い、一部の配分

金単価の改定を行いました。 

全国シルバー人材センター事業協会や北海道シルバー人材センター連合会、北海

道、小樽市などの関係機関、関係団体との連携については、日頃から連携を密にす

ることにより事業の円滑な運営に努めました。 


